
新潟市地域包括ケア計画［高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画］ 
（令和 3 年度～令和 5 年度）の一部変更について 

 
 

１ 変更概要及び変更理由   
 （変更の概要）  

○ 「坂井輪・五十嵐圏域」を分割し、「坂井輪圏域」および「五十嵐圏

域」とします。  
 
 （変更する理由）  

○ 本市では、単一又は複数の中学校区により 29 の日常生活圏域を設定し、

この圏域を単位として、地域密着型サービスなどの基盤整備を行うほ

か、地域包括支援センターを設置し、高齢者への支援を行っています。  
 

○ 高齢化の進展により、高齢者人口の多い圏域において、きめ細かな支

援体制が構築しづらい状況となっていることから、課題のある圏域に

ついて、見直しを行いました。  
 

 

２ 変更内容   
   別紙のとおり。  
 

 

３ 事業計画新旧対照表   
   別紙「変更にかかる新旧対照表」のとおり。  
 

 

４ 施行（変更）時期   
令和 3 年 10 月 1 日  
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日常生活圏域の分割 

 

○ 坂井輪・五十嵐圏域 

  令和 3年 10 月 1 日より「坂井輪圏域」と「五十嵐圏域」の二つに分割します。 

 

 

 

 

 

 日常生活圏域 
面積 

（㎢） 
人口 

６５歳以上人口 

（第１号被保険者数） 
高齢化率 

要介護・要支援 

認定者数 

全 体 

認定率 

坂井輪・五十嵐 12.80 49,969 15,579 31.2% 3,164 20.3% 

 

 

 

 日常生活圏域 
面積 

（㎢） 
人口 

６５歳以上人口 

（第１号被保険者数） 
高齢化率 

要介護・要支援 

認定者数 

全 体 

認定率 

坂井輪 7.49 24,864 7,305 29.4% 1,445 19.8% 

五十嵐 5.31 25,105 8,274 33.0% 1,719 20.8% 

 

別 紙 
 

五十嵐圏域 

坂井輪圏域 
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